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１ 目的 

エネルギー価格等高騰の影響を大きく受けた市内事業者の事業継続を支援するため、事業活

動にかかる事業所の電気料金及びガス料金の増額分相当の一部を補助する。 

 

２ 対象者 
田辺市内に事業所・店舗等を有する中小企業者（法人・個人事業主） 

 

【中小企業者の定義】 

 
※ 社会福祉法人、医療法人、ＮＰＯ法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団 

法人、学校法人、農事組合法人、組合（農業協同組合、漁業協同組合等）、有限責 

任事業組合、収益事業を行っているみなし法人等は「①その他の業種」に含めます。 

※ 農林漁業者は除く。 
 

３ 申請要件：次の（１）～（６）の要件をすべて満たす事業者が対象 

（１） 令和４年11月１日時点において、市内で事業を営み、今後も継続して事業を行う予定

であること。 

（２） 市区町村税（住民税・法人市民税、固定資産税、軽自動車税等）及び国民健康保険に

かかる税を完納していること。（徴収猶予等の特例有り） 

（３） 法人については田辺市に法人市民税の納税義務があること。 

（４） 政治団体、宗教上の組織または団体でないこと。 

（５） 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業ま

たは当該営業に係る接客業受託営業を行う事業者でないこと。 

（６） 田辺市暴力団排除条例第２条第１号に規定する暴力団及び同条第２号に規定する暴力

団員でないこと。 

 

４ 支給対象経費 

市内の事業所で発生した令和４年７月分から９月分までの３か月間の電気料金（消費税及び

地方消費税を除く）の合計に20％を乗じた金額と、同じく令和４年７月分から９月分までの３

か月間のガス料金（消費税及び地方消費税を除く）の合計に10％を乗じた金額との合計額から

1,000円未満を除した金額を支給額として交付する。 

ただし、事業所分と家庭分の電気料金を一括して支払っている場合、事業所分と家庭分のガ

ス料金を一括して支払っている場合は、それぞれの確定申告時と同様に事業所分の電気料金、

ガス料金相当額を支給の対象とし、最大で支給額の1/2を上限額とする。 
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５ 支給額 
 支給上限額は１事業者50万円までとする。 

 ただし、市内に複数の事業所等を有する場合は、それぞれの電気料金とガス料金とを合算し 

て交付申請する。 

 

支給額の計算方法 

【電気料金】 

・事業所分のみ支払っている場合 

令和４年７月分、８月分、９月分の３か月間の電気料金(消費税及び地方消費税を除く)の

合計×20％＝支給額(50万円を上限) 

・事業所分と自宅(家庭)分を一括して支払っている場合 

令和４年７月分、８月分、９月分の３か月間の電気料金(消費税及び地方消費税を除く)の

うち事業所分の電気料金(各月の支払い額の２分の１を上限)の合計×20％＝支給額(50万円

を上限) 

 

【ガス料金】 

・事業所分のみ支払っている場合 

令和４年７月分、８月分、９月分の３か月間のガス料金(消費税及び地方消費税を除く)の

合計×10％＝支給額(50万円を上限) 

・事業所分と自宅(家庭)分を一括して支払っている場合 

令和４年７月分、８月分、９月分の３か月間のガス料金(消費税及び地方消費税を除く)の

うち事業所分のガス料金(各月の支払い額の２分の１を上限)の合計×10％＝支給額(50万円

を上限) 

 

下記及び３ページから５ページの計算例を参考に支給額を計算してください。 

なお、計算過程で発生する小数点未満の金額については切り捨てとなります。 
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６ 提出書類 
【１】 個人事業主のうち青色申告者 

提出書類 

□ 田辺市エネルギー価格等高騰対策事業継続支援金交付申請書兼請求書(市様式１） 

□ 宣誓書（市様式２） 

□ 電気料金及びガス料金増額相当分支給額計算書（市様式３） 

□ 

電気料金増額相当分を申請する場合 

◆【事業所用】電気料金増額相当分計算書（市様式４－(１)） 

◆【事業所兼自宅(家庭)用】電気料金増額相当分計算書（市様式４―(２)） 

◆各事業所の電気料金一覧表（市様式４－(３)）※事業所が１か所の場合は提出不要 

 

ガス料金増額相当分を申請する場合 

◆【事業所用】ガス料金増額相当分計算書（市様式５－(１)） 

◆【事業所兼自宅(家庭)用】ガス料金増額相当分計算書（市様式５―(２)） 

◆各事業所のガス料金一覧表（市様式５－(３)）※事業所が１か所の場合は提出不要 

□ 

確定申告書 
※受付印または電子

申告の受信通知があ

るもの 

◆令和３年分の所得税確定申告書Ｂの第一表の控えの写し 

◆令和３年分の所得税青色申告決算書の１、２ページ目の写し 

□ 
電気料金の明細 

ガス料金の明細 

電気料金増額相当分を申請する場合 

◆事業所の電気料金の明細の写し 

ガス料金増額相当分を申請する場合 

◆事業所のガス料金の明細の写し 

□ 
本人確認証明書

の写し 

◆事業主の本人確認証明書の写し 

（マイナンバーカードまたは運転免許証等） 

□ 

田辺市内で事業を

営んでいることが

わかる書類 

◆以下のいずれかの書類 

営業許可証、開業届、事業開始等申告書、ホームページの画面

など 

※市内に複数の事業所を有する場合は、それぞれの事業所ごと

に書類が必要です。 

□ 通帳の写し 
◆振込先の通帳の写し（通帳を開いた１、２ページ目） 

※申請者の口座名義であること。 

□ 完納証明書 

◆市外に住所を有する方及び令和２年１月２日以降に転入され

た方については、住所地または前住所地の市区町村税の完納

証明書（国民健康保険税含む）が必要となります。 
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【２】 個人事業主のうち白色申告者 
提出書類 

□ 田辺市エネルギー価格等高騰対策事業継続支援金交付申請書兼請求書(市様式１） 

□ 宣誓書（市様式２） 

□ 電気料金及びガス料金増額相当分支給額計算書（市様式３） 

□ 

電気料金増額相当分を申請する場合 

◆【事業所用】電気料金増額相当分計算書（市様式４－(１)） 

◆【事業所兼自宅(家庭)用】電気料金増額相当分計算書（市様式４―(２)） 

◆各事業所の電気料金一覧表（市様式４－(３)）※事業所が１か所の場合は提出不要 

 

ガス料金増額相当分を申請する場合 

◆【事業所用】ガス料金増額相当分計算書（市様式５－(１)） 

◆【事業所兼自宅(家庭)用】ガス料金増額相当分計算書（市様式５―(２)） 

◆各事業所のガス料金一覧表（市様式５－(３)）※事業所が１か所の場合は提出不要 

□ 

確定申告書 
※受付印または電子

申告の受信通知があ

るもの 

◆令和３年分の所得税確定申告書Ｂの第一表の控えの写し 

◆令和３年分の収支内訳書の１、２ページ目の写し 

□ 
電気料金の明細 

ガス料金の明細 

電気料金増額相当分を申請する場合 

◆事業所の電気料金の明細の写し 

ガス料金増額相当分を申請する場合 

◆事業所のガス料金の明細の写し 

□ 
本人確認証明書

の写し 

◆事業主の本人確認証明書の写し 

（マイナンバーカードまたは運転免許証等） 

□ 

田辺市内で事業を

営んでいることが

わかる書類 

◆以下のいずれかの書類 

営業許可証、開業届、事業開始等申告書、ホームページの画面

など 

※市内に複数の事業所を有する場合は、それぞれの事業所ごと

に書類が必要です。 

□ 通帳の写し 
◆振込先の通帳の写し（通帳を開いた１、２ページ目） 

※申請者の口座名義であること。 

□ 完納証明書 

◆市外に住所を有する方及び令和２年１月２日以降に転入され

た方については、住所地または前住所地の市区町村税の完納

証明書（国民健康保険税含む）が必要となります。 
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【３】 個人事業主のうち市民税・県民税申告者 
提出書類 

□ 田辺市エネルギー価格等高騰対策事業継続支援金交付申請書兼請求書(市様式１） 

□ 宣誓書（市様式２） 

□ 電気料金及びガス料金増額相当分支給額計算書（市様式３） 

□ 

電気料金増額相当分を申請する場合 

◆【事業所用】電気料金増額相当分計算書（市様式４－(１)） 

◆【事業所兼自宅(家庭)用】電気料金増額相当分計算書（市様式４―(２)） 

◆各事業所の電気料金一覧表（市様式４－(３)）※事業所が１か所の場合は提出不要 

 

ガス料金増額相当分を申請する場合 

◆【事業所用】ガス料金増額相当分計算書（市様式５－(１)） 

◆【事業所兼自宅(家庭)用】ガス料金増額相当分計算書（市様式５―(２)） 

◆各事業所のガス料金一覧表（市様式５－(３)）※事業所が１か所の場合は提出不要 

□ 
申告書 
※受付印があるもの 

◆令和４年度分の市民税・県民税申告書の両面の写し 

□ 
電気料金の明細 

ガス料金の明細 

電気料金増額相当分を申請する場合 

◆事業所の電気料金の明細の写し 

ガス料金増額相当分を申請する場合 

◆事業所のガス料金の明細の写し 

□ 
本人確認証明書

の写し 

◆事業主の本人確認証明書の写し 

（マイナンバーカードまたは運転免許証等） 

□ 

田辺市内で事業を

営んでいることが

わかる書類 

◆以下のいずれかの書類 

営業許可証、開業届、事業開始等申告書、ホームページの画面

など 

※市内に複数の事業所を有する場合は、それぞれの事業所ごとに

書類が必要です。 

□ 通帳の写し 
◆振込先の通帳の写し（通帳を開いた１、２ページ目） 

※申請者の口座名義であること。 

□ 完納証明書 

◆市外に住所を有する方及び令和２年１月２日以降に転入された

方については、住所地または前住所地の市区町村税の完納証明

書（国民健康保険税含む）が必要となります。 
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【４】 法人 
提出書類 

□ 田辺市エネルギー価格等高騰対策事業継続支援金交付申請書兼請求書（市様式１） 

□ 宣誓書（市様式２） 

□ 電気料金及びガス料金増額相当分支給額計算書（市様式３） 

□ 

電気料金増額相当分を申請する場合 

◆【事業所用】電気料金増額相当分計算書（市様式４－(１)） 

◆【事業所兼自宅(家庭)用】電気料金増額相当分計算書（市様式４―(２)） 

◆各事業所の電気料金一覧表（市様式４－(３)）※事業所が１か所の場合は提出不要 

 

ガス料金増額相当分を申請する場合 

◆【事業所用】ガス料金増額相当分計算書（市様式５－(１)） 

◆【事業所兼自宅(家庭)用】ガス料金増額相当分計算書（市様式５―(２)） 

◆各事業所のガス料金一覧表（市様式５－(３)）※事業所が１か所の場合は提出不要 

□ 

確定申告書 
※受付印または電子

申告の受信通知があ

るもの 

◆直近の事業年度に係る法人税確定申告書別表一の控えの写し 

◆直近の事業年度に係る法人事業概況説明書の１、２ページ目 

の写し 

□ 
電気料金の明細 

ガス料金の明細 

電気料金増額相当分を申請する場合 

◆事業所の電気料金の明細の写し 

ガス料金増額相当分を申請する場合 

◆事業所のガス料金の明細の写し 

□ 

田辺市内で事業を

営んでいることが

わかる書類 

◆以下のいずれかの書類 

市町村民税の確定申告書の控え、定款、営業許可証、会社案

内、ホームページの画面 など 

※市内に複数の事業所を有する場合は、それぞれの事業所ごと

に書類が必要です。 

 

□ 通帳の写し 
◆振込先の通帳の写し（通帳を開いた１、２ページ目） 

※法人の口座名義であること 
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７ 記載例 

【１】田辺市エネルギー価格等高騰対策事業継続支援金交付申請書兼請求書（市様式１） 
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【２】宣誓書（市様式２） 
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【３】電気料金及びガス料金増額相当分支給額計算書（市様式３） 
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【４】【事業所用】電気料金増額相当分計算書（市様式４-(１)） 
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【５】 【事業所兼自宅(家庭)用】電気料金増額相当分計算書（市様式４-(２)） 
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【６】 各事業所の電気料金一覧表（市様式４-(３)） 
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【７】 【事業所用】ガス料金増額相当分計算書（市様式５-(１)） 
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【８】 【事業所兼自宅(家庭)用】ガス料金増額相当分計算書（市様式５-(２)） 
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【９】 各事業所のガス料金一覧表（市様式５-(３)） 
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８ 申請手続き  
＜申請書類の取得方法＞ 

  申請書等については、商工振興課、各行政局産業建設課または田辺市ホームページより取

得できます。  

  申請書の郵送を希望される場合は、商工振興課まで（℡0739-26-9970）ご連絡ください。 

 

＜申請方法＞ 

  申請については、以下の方法により申請できます。 

（１）郵送で申請する場合 

  郵送で申請される場合は、簡易書留等の追跡ができる方法により申請書及び添付書類を商

工振興課までご送付ください。 

なお、申請内容や添付書類に不備がある場合は、後日、ご連絡させていただきますので、

ご了承ください。 

また、提出書類については、ホッチキス止めをしないようお願いします。 

  ◎郵送先 

   〒646-8545 田辺市新屋敷町１番地 商工振興課 宛  

 

 （２）特設窓口で申請する場合（完全予約制） 

円滑な申請受付業務とするため、完全予約制となりますので、事前に電話にて申請日時

を予約してください。 

 ① 特設窓口予約連絡先 

    ℡０７３９－３３－７７９６ 

予約受付時間 ８：３０～１７：１５  

（土日祝日及び令和４年１２月２９日（木）～令和５年１月３日（火）までを除く） 

  ② 特設窓口（申請会場） 

予約日時に申請書及び添付書類を持参の上、直接、申請会場までお越しください。 

    場所：田辺市新屋敷町１番地 市本庁舎 別館 ３階大会議室 

    開設時間：９：００～１７：３０ 

        ※申請書類の確認作業等に時間を要するため、予約時間よりも申請手続の開始時間

が遅くなる場合がありますので、ご了承ください。 

    駐車場：市役所の有料駐車場（１時間無料）をご利用ください。 

  ※各行政局でも申請できますので、事前に各行政局の産業建設課までお問合せください。 
 

＜申請期間＞ 

令和４年１１月１８日（金）～令和５年１月３１日（火） 

 ※郵送の場合は、令和５年１月３１日（火）の消印有効です。 
 

＜支払方法＞ 

申請書類等の審査後、支援金の交付決定及び交付額確定通知書を郵送いたします。 

支援金については通知後、速やかに指定の口座に振り込みます。 

なお、申請書類等を審査した結果、書類に不備等があった場合は、追加書類等の提出を 

お願いする場合がありますので、ご了承をお願いします。 
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＜支援金に関する問い合わせ先＞ 

〇田辺市役所  商工振興課………………………℡0739-26-9970 

 

＜各行政局の問合せ先＞ 

〇龍神行政局 産業建設課………………………℡0739-78-0800 

〇中辺路行政局 産業建設課………………………℡0739-64-0501 

〇大塔行政局 産業建設課………………………℡0739-48-0301 

〇本宮行政局 産業建設課………………………℡0735-42-0751（世界遺産熊野本宮館） 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

特設窓口（申請会場）案内図

３階 大会議室
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